
資料１-１ 

 

デジタルチケット（親子一日乗車券）の運賃設定について 

 

１．概要  

八戸市美術館では、ポケモン×工芸展を令和 7 年 6 月 28 日から 8 月 31 日ま

で開催する予定である。このため、公共交通の利用促進と美術館周辺道路の混雑

緩和を目的として、デジタルチケット（親子一日乗車券）を期間限定で販売する

ために、運賃に関する協議を行うものである。  

 

２． 運賃（案）  

1,000円という運賃設定は、消費者にとって分かりやすく、計算しやすい金額

であるため、利用者が選びやすくなることを目的としている。このシンプルな価

格設定により、親子連れの利用を促進し、公共交通機関の利用を増加させること

が期待される。 

 (1) 設定しようとする運賃を適用する路線  

八戸市交通部・岩手県北自動車㈱（南部バス）の２事業者が運行する市内

全路線（ただし、岩手県北自動車㈱（南部バス）運行の高速バス及び一般路

線の一部系統を除く）  

(2) 金額  

1,000円（大人１名・小児 1名） 

(3) 実施予定期間  

令和７年７月 18日から令和７年８月 31日 

(4) 適用方法 

  ①デジタルチケット商品の乗車券にのみ適用し、適用区間内において、大

人１名及び小児１名が１日に限り使用でき、回数は制限しない。 

   ②旅客運賃の割引（身体障がい者、児童福祉法の適用を受ける者、知的障 

がい者、精神障がい者）はしないものとする。 

③払い戻しは、デジタルチケットに表示される利用日の前日まで取り扱い、

払戻し手数料は収受しない。 

 

 

 

 

 



資料１-２ 

 

運賃（案）に係る意見募集の結果について 

 

 

１．募集概要 

 住民・利用者・その他利害関係者の意見を反映させるため、意見募集を行った

ものである（道路運送法第９条第５項の規定に基づく意見募集） 

 

２．意見募集の実施主体 

 八戸市地域公共交通会議 

 

３．募集方法 

八戸公共交通ポータルサイト上で運賃（案）に対する意見募集を実施。 

 

４．募集期間 

令和７年６月９日から令和７年６月 15日まで 

 

５．募集結果について 

募集期間中に提出された意見はなかった。 

 



 
資料１-３ 

 

令和７年６月６日  

 

 

八戸市運賃協議分科会長 様 

 

名 称 八戸市交通部 

住 所 八戸市大字新井田字小久保頭４− １ 

代表者の氏名 八戸市長 熊谷 雄一 

 

 

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃設定の協議について（依頼） 

 

道路運送法第９条及び同法施行規則第９条の規定に基づく運賃の届出を行うため、

関係書類を添えて提出しますので、八戸市運賃協議分科会において協議くださるよ

うお願いいたします。 



 

 

記 

 

 1. 氏名または名称および住所 

  〒031-0813 青森県八戸市大字新井田字小久保頭 4-1 

     八戸市交通部   八 戸 市 長  熊 谷 雄 一 

  

2. 設定しようとする運賃を適用する路線 

 八戸市交通部・岩手県北自動車㈱（南部バス）の２事業者が運行する市内全路線 

（ただし、岩手県北自動車㈱（南部バス）運行の高速バス及び一般路線の一部系統を

除く） 

 

3. 設定しようとする運賃の種類、額及び適用方法 

(1) 種 類：特殊普通旅客運賃 『八戸市内共通１日乗車券』 

       (八戸市交通部・岩手県北自動車㈱（南部バス）の２事業者で使用可能) 

        

(2)    額   ：八戸市美術館特別展期間限定八戸市内共通親子１日乗車券 

（デジタルチケット限定 大人１名・小児１名） 1,000円 

        

(3) 適用方法：①デジタルチケット商品の乗車券にのみ適用し、適用区間内において、

大人１名及び小児１名が１日に限り使用でき、回数は制限しない。 

       ②旅客運賃の割引（身体障がい者、児童福祉法の適用を受ける者、知的 

障がい者、精神障がい者）はしないものとする。 

③払い戻しはデジタルチケットに表示される利用日の前日まで取り扱 

い、払戻し手数料は収受しない。 

 

4. 実施予定日 

      令和７年７月 18日(金)～令和７年８月 31日(日) 
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